
利益相反取引の図解

利益相反取引わかりにくいため図にしてみました。ご理解の補助としてご利用ください。
一人医療法人におきましてはもともと個人事業として診療所を開設した医師と法人成り
後の医療法人の理事長は殆どの場合同一人物です。医師と医療法人自体は別人格ですが、
医療法人の代理権を有する理事長はその医師です。ややこしい話です。
従って医師と医療法人の間の取引は同一人物同士の取引になります。このため医療法人を
犠牲にして医師個人の利益を優先した取引を行う可能性があります。
一方が他方にモノを高く売れば、売主は得をして買主は損をします。
このように利益が相反する取引を利益相反取引といいます。
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定款で理事長のみが医療法人を代表すると定められているはずです。したがって理事長と
医療法人の取引は利益相反取引となりますが、理事と医療法人との取引は利益相反取引に
なりません。

利益相反取引となるのは理事長と医療法人の取引だけです
理事との取引は利益相反取引になりません

理事長

医療法人
利益相反取引

理 事 利益相反取引ではない



実際の医療経営は持ち出しが多いですね。

医療法人の利益を守ることが目的なので、理事長と医療法人の間の取引であっても
法人の利益を害するおそれのない場合は利益相反取引には当りません。

利益相反取引とならないものの例利益相反取引とならないものの例

理事長 医療法人医療法人の債務に対する
理事長個人の保証

医療法人への現物出資

医療法人への無利子貸付

医療法人に対する私財提供

リターンのある取引は利益相反になります。

理事長が有利になる可能性がある取引は利益相反取引になります

利益相反取引の例

理事長 医療法人医療法人からの財産の譲受
長

医療法人に対する財産の譲渡

医療法人からの金銭の借入

医療法人に対する有利子の金銭の貸付

お問い合わせはこちらをクリック ⇒ info@yamadasougou.co.jp


